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岐阜労働局の組織と所掌事務Ⅰ

職業対策課 高年齢者・障害者・外国人の雇用対策および雇用管理の改
善、事業主のための各種給付金など

訓　練　課 公的職業訓練、学卒者の雇用対策、ジョブ・カード制度など

健康安全課 労働災害防止、労働者の健康確保、職業性疾病の予防など

岐阜労働局

岐阜労働局

ハローワーク  県下１０所

　岐阜労働局は、雇用環境・均等、労働基準、職業安定、人材開発の４行政を中心とする地方労働行政を総
合的に推進するための国（厚生労働省）の機関です。また、労働基準監督署及びハローワークは、労働局の
出先機関です。

総　務　部

雇用環境・均等室

労働基準部

職業安定部

労働基準監督署  県下７署

総　務　課

労働保険徴収室

監　督　課

労災補償課

職業安定課

労働局内の総務・人事・会計関係業務
情報公開開示請求、官公需相談窓口

労働保険料の徴収など

総合的な施策立案、広報、働き方改革、総合労働相談
男女均等取扱い、仕事と家庭の両立支援対策指導など

労働条件の確保・改善に関する指導、労働時間対策など

労災保険給付、被災労働者の社会復帰対策など

職業紹介、雇用保険など

需給調整事業室 労働者派遣事業、職業紹介事業など

事業場に対する監督指導、申告・相談等への対応、労働災
害の調査、労災保険の給付など

求人者への人材確保支援、求職者への就職支援、雇用保険
の適用、失業給付など

賃　金　室 最低賃金・最低工賃の決定、賃金制度に関する指導など
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労働行政を取り巻く情勢
（１）雇用をめぐる動向	
　令和５年は、新型コロナウイルス感染症が5月から第5類に変更され、社会経済活動もコロナ禍の3年間か
ら大きく回復しましたが、有効求人倍率は前年から0.05ポイント低下の1.59倍（職業安定業務統計）となりま
した。当県の有効求人倍率の動きは令和２年に新型コロナの影響で大きく低下したのち、令和3年から4年に
かけて回復基調となりました。令和5年は多くの産業で人手不足の状況ではあるものの、原材料価格やエネル
ギー価格の高騰等の影響から求人数を抑える動きがみられ、有効求人倍率は３年ぶりの低下となりました。
　直近についてみると、令和６年１月の有効求人倍率は1.57倍と前月より0.01ポイント上昇、令和5年４
月以降10か月連続の「1.5倍台」となりました。また、正社員の有効求人倍率は1.44倍と40か月連続の「1
倍台」となりました。
　岐阜県の令和5年10月～12月の完全失業率は1.5％ （前年同期より0.1ポイント上昇） となっており、現
在の雇用失業情勢は、求人が求職を上回って推移しているものの、物価上昇等が雇用に与える影響に注意す
る必要があります。

（２）労働条件等をめぐる動向	
〇相談・申告の状況
　令和４年度に総合労働相談コーナーで対応した相談は19,642件（前年度比2.4％減）で、そのうち、民事
上の個別労働紛争の相談は3,574件(同4.2％減)でした。内訳は「自己都合退職」が766件と最も多く、次い
で「いじめ・嫌がらせ」が764件となっています。
　労働基準監督署（以下「監督署」）には、賃金不払を中心とした申告事案が多数寄せられており、令和５年は
336件（前年比22.6％増）となっています。　

〇労働時間の状況
　「毎月勤労統計調査地方調査（事業所５人以上）」によると、令和４年における県内の労働者の平均月間労働
時間は、総労働時間137.5時間（前年比1.4％増）、所定内労働時間127.9時間（同1.5％増）、所定外労働時
間9.6時間（前年同）となっています。
〇賃金の状況
　2023年春闘における賃上げ率は、連合岐阜集計では3.45%で前年から1.48ポイントの上昇となっています。
一方、岐阜県経営者協会集計によると、賃上げ率は3.17%で前年を1.23ポイント上回る結果となっています。
　また、「毎月勤労統計調査」によると、令和４年の雇用者（一般労働者＋パートタイム労働者）一人当たり名
目賃金（現金給与支給額）は293.5千円と、令和３年に比べ5.9%増となり、３年ぶりに増加しました。

現下の状況を踏まえた総合労働行政機関としての施策の推進
　施策の実施にあたり、４つの行政分野（雇用環境・均等、労働基準、職業安定、人材開発）の雇用・労働施
策を総合的、一体的に運営していくことが必要であることから、労働局、監督署及びハローワークが一体となっ
て各地域における総合労働行政機関としての機能を発揮し、地域や国民からの期待に真に応えていきます。

Ⅱ

Ⅲ

■総合労働相談件数及び民事上の個別労働紛争相談件数 ■被申告事業場数の推移

30年 元年 2年 3年 4年 5年

456 424 397 262 274 336

30年度

17,799

総合労働相談件数

18,854 20.324 20,123 19,642

4,583 3,961 4,030 3,731 3,574

元年度 2年度 3年度 4年度

民事上の個別労働紛争相談件数
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最低賃金・賃金の引上げに向けた支援、非正規雇用労働者の処遇改善等

1 最低賃金・賃金の引上げに向けた中小・小規模企業等支援、非正規
雇用労働者の正規化促進、雇用形態に関わらない公正な待遇の確保

（１）最低賃金・賃金の引上げに向けた環境整備を図るため、事業場内最低賃金の引上げを
　		行う中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援	
　最低賃金・賃金の引上げには、特に中小企業・小規模事業者の生産性向上が不可欠であることから、業務
改善助成金により、業務改善や生産性向上に係る企業のニーズに応え、賃金引上げを支援するとともに、「ぎ
ふ働き方改革推進支援センター」（岐阜労働局委託事業）が生産性向上等に取り組む事業主を支援します。
　あわせて、監督署においては、地域の賃金や企業の好取組事例等資料を提供し、企業の賃金引上げへの支
援等を行います。

（２）最低賃金制度の適切な運営	
　最低賃金が賃金額のセーフ
ティネットとして適切に機能す
るように、県内の経済動向等を踏
まえつつ、岐阜地方最低賃金審議
会の円滑な運営を図ります。
　また、改正最低賃金の履行確保
を図るため、積極的な広報、地方
公共団体の広報誌掲載等により
広く県民に周知を行うとともに、
問題業種等に対する監督指導を
引き続き実施します。

Ⅳ

地域別最低賃金 最低賃金額
（時間額） 改正発効日

岐阜県最低賃金 950円 令和５年
10月１日

特定（産業別）最低賃金 最低賃金額
（時間額） 改正発効日

岐阜県電子部品 ・ デバイス ・ 電子回路、電気
機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金 965円

令和５年
12月21日岐阜県自動車・同附属品製造業最低賃金 1,005円

岐阜県航空機・同附属品製造業最低賃金 1,031円
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リ・スキリング、労働移動の円滑化等の推進

1 リ・スキリングによる能力向上支援

（１）指定された教育訓練を修了した場合の費用の一部支給による経済社会の変化に対応した
　　労働者個々人の学び・学び直しの支援　　　	
　厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した場合に、その費用の一部を支給する「教育訓練給付」において、
労働者個々人の学び・学び直しを支援するため、理由を問わず電子申請を行うことができることの周知など
教育訓練を受講しやすい環境の整備を図ります。
　また、岐阜県地域職業能力開発促進協議会を活用して、地域の訓練ニーズを把握するとともに、指定講座
の拡大により訓練機会を確保します。

（２）在職時からの継続的な支援を行うキャリア形成／リ・スキリング推進事業等の実施	
　キャリア形成／リ・スキリング推進事業では、県内に「キャリア形成／リ・スキリング支援センター」を設
置するとともに、各ハローワークに「キャリア形成／リ・スキリング相談コーナー」を設置し、キャリアコン
サルタントの常駐・巡回による相談支援を行います。

Ⅴ

（３）監督署と連携した同一労働同一賃金の遵守の徹底	
　雇用環境・均等室と監督署が連携して、パートタイム・
有期雇用労働法及び労働者派遣法に基づく報告徴収、指導
監督を効果的に実施し、是正指導の実効性を高めるととも
に、企業の自主的な賃金制度の見直し等の取組を促すこと
で、同一労働同一賃金の遵守徹底を図ります。

（４）非正規雇用労働者の処遇改善	
　非正規雇用労働者の処遇改善等に取り組む事業主を支援
する「キャリアアップ助成金」について、「年収の壁・支援強
化パッケージ」として新設された「社会保険適用時処遇改善
コース」等、各コースの周知や活用勧奨を行うとともに、「ぎ
ふ働き方改革推進支援センター」において、相談、コンサル
ティング等、きめ細かな支援を行います。

（５）ステップアップを目指す非正規雇用労働者等に対する求職者支援制度による支援	 　

　雇用保険を受給できない者の安定した職業への再就職や転職を促
進するとともに、自らのスキルアップを希望する非正規雇用労働者
等を支援するため、就職に必要な技能及び知識を習得するための求
職者支援制度の積極的な周知・広報により制度の活用を推進します。
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（３）公的職業訓練のデジタル分野の重点化や訓練修了生等への「実践の場」の提供による
　　デジタル推進人材の育成	

　デジタル分野に係る公的職業訓練については、「DX推進スキル標準」に対応したデジタル分野の訓練コース
を新たに委託費等の上乗せの対象とする措置により、訓練コースの拡充を図ります。ハローワークにおいて
は、訓練開始前から訓練終了後までのきめ細かな個別・伴走型支援により、デジタル分野における再就職の
実現を図ります。
　また、生成AIを含むデジタル人材育成のために、他職種からIT人材への転職を目指し公共職業訓練等を修
了した中高年齢者等を対象に、実践経験を積むための「実践の場」を提供するモデル事業の受託企業に対して
デジタル分野の訓練情報（訓練終了時期や習得スキル等）の提供を行うとともに、ハローワークにおいては、
未就職の訓練修了生に対して本事業の周知を行います。

（４）労働者の主体的なリ・スキリングを支援する中小企業への賃金助成の拡充等による
　　企業における人材育成の推進	

　人材開発支援助成金について、中小企業が長期教育訓練休暇制度を設け、労働者の主体的なリ・スキリン
グに送り出した場合、人への投資促進コース「長期教育訓練休暇制度」の賃金助成を拡充し、労働者の主体的
な学び直しを支援します。
　また、人材開発支援助成金「人への投資促進コース」及び「事業展開等リ・スキリング支援コース」について、
引き続き、積極的な活用勧奨を図るとともに、すべてのコースにおいてデジタル分野における訓練の活用促
進を行います。

（５）スキルアップを目的とした在籍型出向の推進等	

　産業雇用安定助成金（スキルアップ支援コース）による、賃金上昇を伴う労働者のスキルアップを在籍型出
向により行う事業主への支援を実施するとともに、個別事業主に対して公益財団法人産業雇用安定センター
と同行訪問を行い、ワンストップによるマッチング支援等を実施します。

（６）雇用調整助成金の見直し等への対応	

　令和6年4月から雇用調整助成金を長期間にわたり利用する場合に教育訓練の実施率によって助成率が変
わることを周知するとともに、雇用調整を行う事業主の取引が円滑に行なわれるよう、教育訓練について情
報提供を行います。
　また、雇用関係助成金ポータルを用いた雇用調整助成金の電子
申請が可能となったことから、電子申請の利用勧奨を行います。

2 成長分野等への労働移動の円滑化

（１）成長分野の業務や、一定の技能を必要とする未経験分野への就職を希望する就職困難者
　　を雇い入れる事業主への支援による成長分野への労働移動の円滑化　　	

　就職困難者を、成長分野（デジタル・グリーン）の業務に従事する労働者として雇い入れる事業主または、
雇い入れた上で人材育成計画を策定し、人材育成を行った上で、５％以上賃金の引上げを行う事業主に対し
て、高額助成を行う特定求職者雇用開発助成金（成長分野等人材確保・育成コース）を積極的に周知し、就職
困難者を対象とした成長分野への労働移動や賃上げを促します。

リ・スキリング、労働移動の円滑化等の推進Ⅴ
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（２）職業情報及び職場情報の収集・提供による求職者と企業のマッチング機能の強化、
　　オンラインの活用によるハローワークの利便性向上	

　成長分野等への円滑な労働移動を実現するには、「労働市場情報の見える化」を進め、マッチング機能の強
化を図ることが重要であるため、「job tag（職業情報提供サイト）」を活用した職業相談及び求人者の採用支援
を進めるとともに、job tagの積極的な周知を行います。併せて、「求職者等への職場情報提供に当たっての
手引」及びこれを踏まえた「しょくばらぼ（職場情報総合サイト）」の利活用等について、周知を行います。
　また、ハローワークにおけるオンライン職業相談・紹介業務の活用を促進し、来所困難者等を対象とした
雇用保険のオンライン失業認定については、行政の効率化及び雇用保険受給者の利便性の向上の観点から取
組を図ります。

（３）民間人材サービス事業者への指導監督の徹底	

　職業紹介事業者等に対し、令和６年４月施行の改正職業安定法の周知及び指導監督を行います。
　また、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の確保に関する法律（昭和60年法律第88号。
以下「労働者派遣法」という。）の違反を把握し、派遣元事業主、派遣先事業主等に対し指導監督を行います。
　同一労働同一賃金に加え、雇用安定措置に関する事項等、労働者派遣法及び職業安定法をはじめとする労
働関係法令の適正な運営の確保につき徹底を図ります。

（
事
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（
事
業
所
数
）

事業所数  852 850 756 625 386 385 385 385 388 389

 123 114 118 114 73 63 60 51 48 49
 7 9 10 12 13 15 15 14 15 16
 20 19 22 20 19 18 17 15 15 15
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■労働者派遣事業所数の推移
　（令和５年度の数は令和６年１月１日現在 ）

平成27年の法改正により（旧）特定労働者派遣事業主は、平成30年9月30日以降派遣事業を行うことができなく
なりました。

■職業紹介事業所数の推移
　（令和５年度の数は令和６年１月１日現在 ）
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（４）都市部から地方への移住を伴う地域を越えた再就職等の支援　	
　東京圏及び大阪圏を中心に、岐阜県内の就職を希望する方にハローワークの全国ネットワークを活用した
職業紹介や生活関連情報の提供等を一体的に行うとともに、求職者の希望を踏まえた効果的な誘導を行い、
県内のハローワークにおいても個々のニーズに応じた支援を行います。

（５）賃金上昇を伴う労働移動の支援	
　離職を余儀なくされた者について、前職よりも５％以上賃金を上昇させた事業主に早期再就職支援等助成
金（雇入れ支援コース）を支給します。
　また、中途採用の機会拡大を図るため、中高年齢者を一定以上雇入れ、前職よりも５％以上賃金を上昇さ
せた事業主に、早期再就職支援等助成金（中途採用拡大コース）を支給し、賃金上昇を伴う労働移動を推進し
ます。

3 中小企業等に対する人材確保の支援

（１）ハローワークにおける求人充足サービスの充実　　	
　ハローワークにおいて、オンラインを活用した求人受理を進めるとともに、求人事業所に対し、求人条件
緩和や魅力ある求人票の作成支援等の助言、事業所情報の収集をきめ細かく行うなどの求人充足に向けた
サービスを実施し、求人者支援の充実を図ります。

（２）人材確保対策コーナー等における人材確保支援	

　医療・介護・保育・建設・運輸・警備分野など雇用吸収力の高い
分野のマッチング支援を強化するため、人材確保対策推進協議会の
場も活用し、地方自治体や関係団体等と連携した人材確保支援（セミ
ナー・説明会・面接会等）の充実を図るとともに、ハローワーク岐阜
の専門窓口「人材確保・就職支援コーナー」を中心に、潜在求職者の
積極的な掘り起こし、求人充足に向けた条件緩和指導等により、重
点的なマッチング支援を行います。

（３）地域雇用の課題に対応する地方公共団体等の取組の支援　　	
　岐阜県が地域雇用の課題に対応するため、事業主への様々な支援策や求職者のスキルアップ等、雇用の確
保や就職促進の取組を行うことを支援することで良質な雇用の実現を図ります。
　また、「雇用対策協定」の締結を推進することにより、
国と地方が一層連携して地域の実情に応じた雇用対策
を行うとともに、希望する自治体においては当該自治
体が行う就労支援と国が行う無料職業紹介をワンス
トップで一体的に実施します。

○○市 学生･
求職者

安心！
便利！

地元企業･
誘致企業

リ・スキリング、労働移動の円滑化等の推進Ⅴ



8

多様な人材の活躍と魅力ある職場づくり

1 フリーランスの就業環境の整備

　フリーランス・事業者間取引適正化等法の施行に向けて、
フリーランスや発注事業者等に対し、あらゆる機会を捉え
て周知啓発を行うとともに、法施行後は法の履行確保を図
ります。

2 仕事と育児・介護の両立支援

（１）育児・介護休業法等の履行確保と職場環境整備に向けた企業の取組支援等	

　育児・介護休業法の着実な履行確保を図るとともに、労働者が法に基づく両立支援制度を利用できるよう
周知徹底を図ります。また、「両立支援等助成金」の活用により、仕事と育児・介護がしやすい職場環境整備
に取り組む事業主を支援します。
　次世代育成支援対策推進法については、事業主の実態に即した一般事業主行動計画の策定を支援するととも
に、義務企業の届出等の徹底を図ります。あわせて、「くるみん」認定取得に向けた働きかけを積極的に行います。
　また、不妊治療と仕事との両立支援に関する認定制度「くるみんプラス」について周知するなどし、不妊治
療と仕事との両立がしやすい職場環境の整備を推進します。

（２）子育て中の女性の支援に取り組むNPO等へのアウトリーチ型支援の推進など
　　マザーズハローワークにおける就職支援の強化	

　子育てをしながら就職を希望する女性等を対象とした専門窓
口として、ハローワーク岐阜、大垣、多治見、高山に設置した
マザーズコーナーにおいて、一人ひとりの求職者のニーズに応
じたきめ細かな就職支援を実施するとともに、地域の子育て支
援拠点や関係機関と密接に連携してアウトリーチ型支援を強化
します。また、仕事と子育ての両立がしやすい求人の確保及び
各種就職支援サービスのオンライン化を推進します。

Ⅵ

■くるみん認定状況（令和６年１月末時点）

プラチナくるみん 3社
くるみん 67社

内、くるみんプラス 1社



9

3 ハラスメント防止対策、働く環境改善等支援

（１）相談支援を含む総合的なハラスメント防止対策の推進　　	
　職場においてハラスメント防止措置を講じていない事業主
に対しては、厳正な指導等を行い、引き続き、法の履行確保
を図ります。また、適切なハラスメント防止措置が講じられ
るよう、本省が委託で行う研修やウェブサイト「あかるい職場応援団」の各種ツールの活用促進を図ります。
　就職活動中の学生等に対するハラスメントやカスタマーハラスメントの防止についてもハラスメント防止
指針に基づく「望ましい取組」の周知啓発を図り、企業の取組を促します。
　これら職場のハラスメントの撲滅に向け、12月の「ハラスメント撲滅月間」を中心に周知啓発を行います。

（２）民間企業における女性活躍促進のための支援	
　女性活躍推進法に基づく男女の賃金の差異の情報公表につ
いて、その履行確保を図ります。
　男女の賃金の差異は募集・採用、配置・昇進・昇格、教育
訓練等における男女差の結果として現れるものであることか
ら、性別を理由とした差別的取扱いに該当しないか等につい
て確認し、男女雇用機会均等法の確実な履行確保を図ります。
男女の賃金の差異の要因分析と情報公表を契機とし、一層の
女性の活躍推進に向けた取組を促します。
　また、女性が健康で能力発揮できるような職場環境整備の
機運を醸成するため、各種リーフレットや「働く女性の心とからだの応援サイト」を
活用し、企業の自主的な取組を促します。

4 安全で健康に働くことができる環境づくり

（１）長時間労働の抑制　	
　令和６年度も、監督署の「労働時間相談・支援班」において、説明会の開催、中小規模の事業場への個別訪
問により、改正された労働基準法などの周知等、きめ細やかな支援を行います。
　また、労働時間短縮、勤務間インターバル制度の導入、年次有給休暇の取得促進に取り組む事業主に対し
ては、「働き方改革推進支援助成金」の活用を勧奨したり、「ぎふ働き方改革推進支援センター」の専門家等がそ
の取組を支援します。
①自動車運送業、建設業等における労働時間短縮等に向けた支援

　自動車運転者、建設業及び医師については、令和６年４月から時間外労働の上限規制が適用となったこ
とを踏まえ、説明会等において引き続き周知を行うとともに、生産性向上を図りながら労働時間短縮に取
り組むための助成金（働き方改革推進支援助成金）の活用を促進し、支援を行います。自動車運送業に対し
ては、令和４年12月に改正された「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」（改善基準告示）につ
いても、説明会等において丁寧に周知を行います。
　建設業、自動車運転者の時間外労働の上限規制適用については、施
主や荷主といった取引関係者、ひいては国民全体の理解を得ていくこ
とが重要となるため、時間外労働の上限規制特設サイト「はたらきかた
ススメ」を通じて、必要な周知を行います。中でもトラック運送業につ
いては、長時間の恒常的な荷待ち時間を発生させないこと等について、
監督署から発着荷主等に対して配慮を要請します。
　医師については、岐阜県医療勤務環境改善支援センター等と連携し、医療機関への適切な支援を行います。

■えるぼし認定状況（令和６年１月末時点）

 えるぼし3段階目 12社

 えるぼし2段階目 4社

 えるぼし1段階目 1社

多様な人材の活躍と魅力ある職場づくりⅥ
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②長時間労働の是正
　時間外・休日労働時間数が月80時間を超えていると考えられる事業場や過労死等に係る労災請求が行
われた事業場に対して、引き続き監督指導を実施します。

（２）労働条件の確保・改善対策	
①法定労働条件の確保・改善

　事業場における基本的労働条件の枠組み及び管理体制を確立、定着させ法定労働条件を確保します。
　また、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」の周知を徹底し、
賃金不払残業が認められた場合には、その是正を指導します。
　重大又は悪質な事案に対しては司法処分も含めて厳正に対処します。
②特定分野における労働条件の確保

　技能実習生等の外国人労働者、自動車運転者である労働者等の法定労働条件の確保のため、引き続き関
係機関と連携して、労働基準関係法令の周知等を図るとともに、労働基準関係法令違反の疑いがある事業
場に対して監督指導等を実施します。
③「労災かくし」の排除に係る対策の一層の促進

　「労災かくし」の排除を期すため、その防止に向けた周知・啓発を図るとともに、「労災かくし」が明らか
になった場合には、司法処分を含め厳正に対処します。
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（３）14次防を踏まえた労働者が安全で健康に働くことができる環境の整備　　	
　労働者一人ひとりが安全で健康に働くことができる職場環境の実現のため、第14次労働災害防止計画（令
和５年度から令和９年度まで）の目標達成に向け、労働災害防止・健康確保対策等に取り組みます。

①	労働災害防止対策の推進
　安全衛生対策は、事業者にとって経営や人材確保・育成の観点からも大切であることについて　積極的
な周知啓発を図ります。
　近年、中高年齢者で発生率が高く、小売業や介護施設を中心に増加傾向にある「転倒」、「動作の反動・無
理な動作（腰痛等）」などの防止対策を推進し、高年齢労働者が安心・安全に働ける職場環境の実現に向け
て「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」（エイジフレンドリーガイドライン）の周知を行
います。また、外国人労働者が解りやすい安全衛生に関する視聴覚教材等の周知を推進します。
　さらに、請負人や同じ場所で作業を行う労働者以外の者に対しても、労働者と同等の保護措置を講じる
ことを事業者に義務付ける改正省令について、指導、周知・啓発を図ります。
　業種別では、陸上貨物運送事業は、荷主等も含め荷役作業時の安全対策、改正省令に基づくテールゲー
トリフター特別教育について周知徹底を図ります。建設業は、一側足場の使用範囲の明確化等について周
知徹底を図り、墜落・転落災害防止対策を促進します。製造業は、機械設備等への「はさまれ・巻き込まれ」
災害防止、林業は、伐採作業等の安全対策等の周知徹底を図ります。
②	労働者の健康確保対策の推進	

　長時間労働者に対する医師による面接指導やストレスチェック制度の実施について指導等を行うととも
に、労働者のメンタルヘルス対策に係る情報提供等について周知を行います。
　また、産業保健総合支援センターが行う産業医等や事業者向けの研修、地域産業保健センターによる小
規模事業場への医師等の訪問支援について利用勧奨を行います。
　加えて、治療と仕事の両立支援に関する取組の促進のため、各種ガイドラインの周知、両立支援コーディ
ネーターのサポート体制を推進し、地域の両立支援関係者との連携を図ります。
③	新たな化学物質規制の周知、石綿ばく露防止対策の徹底

　新たな化学物質規制に係る関係法令について、工学的対策、保護具などの適正使用等について周知を図
り、ＳＤＳ（安全データシート）等に基づくリスクアセスメント等の実施及びその結果に基づくばく露低減
措置の実施等について、周知と丁寧な指導を行います。
　改正省令による建築物石綿含有建材調査者講習等の修了者による調査の徹底等、石綿除去等作業時にお
けるばく露防止措置の徹底周知を図ります。
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（４）労災保険給付の迅速・適正な処理　　	
　労災保険給付の請求については、標準処理期間内に完結するよう迅速な事務処理を行うとともに、適正な
認定に万全を期します。
　特に社会的関心が高い過労死等事案をはじめとする複雑困難事案について、認定基準等に基づき、迅速・
適正な事務処理を一層推進します。
　また、労災保険の窓口業務については、引き続き、相談者等に対する丁寧な説明や請求人に対する処理状
況の連絡等の実施を徹底します。

5 多様な働き方、働き方・休み方改善

（１）「新はつらつ職場づくり宣言」事業の推進　	
　誰もがはつらつと働くことができる職場づくりを目指し、労使がともに取り組む「新はつらつ職場づくり
宣言」事業を引き続き推進します。

（２）多様な働き方、働き方・休み方改善　	
　短時間正社員制度、勤務地限定正社員制度、職種・職務限定正社員制度などの「多様な正社員」制度につい
て、事例の提供等により周知を行います。
　子育てや介護と仕事の両立等に資するテレワークについては、適正な労務管理の下で働くことができる制
度として導入・定着が促進されるよう、ガイドラインや各種助成金の周知等を行います。
　また、勤務間インターバル制度の導入や年次有給休暇の取得促進など、企業における働き方・休み方改善
を進めるため、働き方・休み方改善コンサルタントによる助言・指導や働き方改革推進支援助成金による支
援などを行います。
　さらに、労働施策総合推進法に基づく「ぎふ働き方改革推進協議会」については、中小企業・小規模事業者
の働き方改革、賃金引上げに向けた環境整備、労働環境等の改善に向け、政労使の代表者や地方公共団体の
協力を得て開催します。
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6 多様な人材の就労・社会参加の促進

（１）高齢者の就労による社会参加の促進、高齢者が安心して安全に働くための職場環境の整備等
①70歳までの就業機会確保等に向けた環境整備や高年齢労働者の処遇改善を行う企業への支援

　70歳までの就業機会確保等に向けた環境整備を図るため、事業主と接触する機会を捉えて、65歳を超
える定年引上げや継続雇用制度の導入等に向けた意識啓発・機運醸成を図るほか、60歳から64歳までの
高年齢労働者の処遇改善を行う企業への支援を行います。 　
②ハローワークにおける生涯現役支援窓口などのマッチング支援

　65歳以上の再就職支援に重点的に取り組むため、ハローワーク岐阜、大垣、多治見、高山、関に設置
する「生涯現役支援窓口」において、高年齢者のニーズ等を踏まえた職業生活の再設計に係る支援や支援
チームによる効果的なマッチング支援を行います。

（２）障害者の就労促進　	
①中小企業をはじめとした障害者の雇入れ等の支援

　令和5年4月から新たな雇用率が設定され、令和6年4
月から2.5％、令和8年7月から2.7％に段階的に引き上
げられるとともに、令和7年4月に除外率が10ポイント
引き下げられることから、雇用率未達成企業の大幅な増
加が見込まれ、特に除外率設定業種や新たに雇用義務が
生じる37.5人以上～43.5人未満規模の企業へ早期の周
知・啓発を実施し、障害者の計画的な雇入れを促進します。
　あわせて、雇用義務があるにも関わらず障害者を1人も
雇用していない企業をはじめ、障害者雇用の経験やノウ
ハウが不足している企業等に対して、ハローワークと地
域の関係機関が連携し、採用の準備段階から採用後の職
場定着までの一貫したチーム支援等を実施し、企業の抱える不安や課題に応じた支援を行い、障害者の雇
入れを一層促進します。
　労働局が委託して実施する障害者就業・生活支援センターについては、障害者の就労支援における雇用施
策と福祉施策を繋ぐ機能を有しており、その役割は一層重要になっていることから、機能の強化を図ります。
②改正障害者雇用促進法の円滑な施行

　改正障害者雇用促進法により、特定短時間労働者（週所定労働時間が10時間以上20時間未満の重度身
体障害者、重度知的障害者及び精神障害者）の実雇用率算定、障害者雇用相談援助助成金の新設を始めと
する納付金助成金の新設・拡充が、令和6年4月に施行されます。障害者雇用ゼロ企業を含めた法定雇用
未達成企業に対し、必要に応じて障害者雇用相談援助助成金の利用を勧奨します。

50.0

55.0

60.0

65.0

70.0

75.0
（%） （%）

平成
28年

令和
元年

2年 3年 4年 5年30年29年

1.95

56.7
58.4 54.8 55.3 54.5 54.8 55.1

56.2

2.02
2.14 2.17 2.17

2.25
2.35

2.47

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00

2.20

2.40

2.60

実雇用率

達成企業割合

■障害者実雇用率と雇用率達成企業割合

週所定労働時間 30時間以上 20時間以上
30時間未満

10時間以上
20時間未満

身体障害者 １ ０.５ ー
身体障害者【重度】 ２ １ ０.５
知的障害者 １ ０.５ ー
知的障害者【重度】 ２ １ ０.５
精神障害者 １ １（※） ０.５ もにす認定企業  12社

（令和6年2月末現在）※当面の間（期間未定）１とする。

令和６年４月以降　雇用率制度における算定方法

多様な人材の活躍と魅力ある職場づくりⅥ
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③精神障害者、発達障害者、難病患者等の多様な障害特性に対応した就労支援
　精神障害者、発達障害者、難病患者である求職者についてハローワークに専門の担当者を配置するなど
多様な障害特性に対応した就労支援を推進し、特に発達障害等により就職活動に困難な課題を抱える学生
等に対する就職準備から就職・職場定着までの一貫した支援を実施するとともに、難病患者である求職者
に対しては、就労支援体制の強化を図ります。
④公務部門における障害者の雇用促進・定着支援

   ①と同様に、令和5年4月からの新たな法定雇用率が3.0％とされ、令和
6年4月から2.8％、令和8年7月から3.0％と段階的に引き上げられると
ともに、令和7年4月に除外率が10ポイント引き下げられることから、公
務部門においても雇用率達成に向けた計画的な採用が行われるよう、労働
局及びハローワークから啓発・助言等を行います。
  また、雇用される障害者の雇用促進・定着支援を引き続き推進するため、
労働局及びハローワークにおいて、障害特性に応じた個別支援、障害に対
する理解促進のための研修等を行います。

（３）外国人求職者等への就職支援、企業での外国人労働者の適正な雇用管理の推進
①外国人求職者等に対する就職支援

⃝定住外国人等に対する相談支援の実施
　定住外国人等が多く所在する地域のハロー
ワークにおいて、専門相談員による職業相談や、
個々の外国人の特性に応じた求人開拓により、早
期再就職支援及び安定的な就労の確保に向けた
支援を行います。　

⃝外国人就労・定着支援事業の実施
　日本の職場におけるコミュニケーション能力
の向上やビジネスマナー等に関する知識の習得
を目的とした研修を通じ、安定的な就職と職場
への定着が可能となるよう就労・定着支援を行
います。

②ハローワーク等における多言語相談支援体制の整備
　地域の実情を踏まえ、職業相談窓口に通訳員を
配置するとともに、外国人求職者への多言語によ
る情報発信等により、外国人求職者に対する職業
相談等を円滑に実施できる体制整備を行います。
③外国人労働者の適正な雇用管理に関する
　助言・援助等の実施

　外国人労働者に対する適正な雇用管理の確保を
図るため、事業所訪問等により適正な雇用管理に
関する助言・援助等を積極的に実施します。

産業別外国人労働者の割合

製造業
19,990人
49.9％

運輸業、郵便業
1,682人  4.2%

卸売業、小売業
2,964人  7.4%

宿泊業、
飲食サービス業
1,766人 4.4%

教育・学習支援業
497人  1.2%

医療、福祉
1,972人  4.9%

その他  1,932人  4.8% 建設業
2,727人  
6.8%

サービス業
（他に分類
されないもの）
6,498人
16.2％ 外国人

労働者数
40,028人

国籍別外国人労働者の割合

外国人
労働者数
40,028人

中国
(香港、マカオを含む）
5,359人
13.4%

韓国
238人 0.6%

フィリピン
8,926人
22.3％

ベトナム
10,772人
26.9％

ネパール
1,096人 2.7%

ミャンマー
1,318人 3.3%

ブラジル
5,804人
14.5%

インドネシア
2,321人
5.8%

ペルー 517人 1.3%
タイ 790人 2.0%

G7 341人 0.9% その他
2,546人 
6.4% 

■外国人労働者の雇用状況〈令和5年10月末現在〉
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（４）雇用保険制度の適正な運営　	
　雇用失業情勢や働き方の多様化の進展等制度をめぐる諸情勢に的確に対応し、雇用のセーフティネットと
しての役割を果たすため、給付業務について、雇用保険受給資格者の早期再就職の実現に向けた的確な失業
認定や適正な給付を行います。
　雇用関係助成金では制度目的が果たされるよう周知に努めるとともに、雇用関係助成金ポータルを通じた
電子申請の利用勧奨に努め、利用率の向上を図ります。
　また、近年の不正受給件数の増加を踏まえ、審査時に実地調査を行うなど適正支給に努めるとともに、不正受
給を防止するため事業主や社会保険労務士に対し周知を行った上で、不正受給等への厳正な対処を徹底します。

7 就職氷河期世代、多様な課題を抱える若年者・新規学卒者の支援

（１）就職氷河期世代に対するハローワークの専門窓口における専門担当者による就職
　　相談、職業紹介、職場定着までの一貫した伴走型支援の推進　　	
　ハローワーク岐阜の専門窓口「キャリアアップコーナー」において、専門担当者によるチームを結成し、個
別の支援計画に基づき、キャリアコンサルティング、生活設計面の相談、必要な能力開発施策へのあっせん、
求職者の適性・能力等を踏まえた求人開拓、就職後の定着支援などを計画的かつ総合的に実施します。また、
事業所が多く立地している地域で求人開拓等の取組を集中的に実施します。

（２）地域若者サポートステーションにおける就職氷河期
　　世代を含む就労自立支援	
　就職氷河期世代も含め、就労に当たって課題を有する無業者の方々に
対し、地域若者サポートステーションにおいて、地方公共団体の労働関
係部局等の関係者とも連携しながら、職業的自立に向けた継続的な支援
を推進します。

■外国人雇用事業所数及び外国人労働者数の推移

多様な人材の活躍と魅力ある職場づくりⅥ
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（３）新卒応援ハローワーク等における多様な課題を抱える新規学卒者等への支援　	
　新規学卒者等を対象に、新卒応援ハローワーク等に配置された就職支援
ナビゲーターの担当者制によるきめ細かな個別支援を実施するとともに、
就職活動に際して多種多様な困難を抱える者に対して、関係機関と連携し
た支援を強化します。
　また、地元就職を目指す新規学卒者等に若者の採用・育成に積極的で雇
用管理の状況が優良な中小企業を厚生労働大臣が認定する「ユースエール
認定制度」について積極的な周知を行います。

（４）正社員就職を希望する若者への就職支援　	
　正社員就職を希望する若者（35歳未満で安定した就労の経験が少ない求職者）を対象に、わかもの支援コー
ナー等に配置された就職支援ナビゲーターによる担当者制の職業相談、及び職業訓練部門との連携による能
力開発支援、就職後の定着支援の実施など、きめ細かな個別支援を通して正社員就職を支援します。

労働保険適用徴収業務の適正な運営

1 労働保険の未手続事業一掃対策
　労働保険 （労災保険 ・ 雇用保険の総称） は、労働者を使用する全ての事業主に加入する義務 （農林水産事
業の一部を除く。） がありますが、一部の事業主は保険加入手続を怠り、未手続事業として存在しています。
こうした未手続事業の把握と加入勧奨、手続指導を労働保険未手続事業一掃業務（委託事業） の受託事業者
と連携して行い、加入勧奨に応じない未手続事業主に対しては、労働局による手続指導及び職権による成立
手続を行い、保険料を徴収します。

2 労働保険料等の適正徴収
　収納率の向上を重要課題とし、高額滞納事業主、複数年度にわたる滞納事業主を重点に、適正かつ実効あ
る滞納整理を実施します。
　法定納付期限内の確実な納付や、納付事務の負担軽減につながる口座振替制度について、より一層の周知
を図り利用促進に取り組みます。

3 電子申請の利用促進
　事業主が行う労働保険の各種手続きにおいて、電子申請の利
用を勧奨するとともに、ホームページへの掲載や関係団体に対
する協力要請など、あらゆる機会を通じて周知を図ります。

Ⅶ

ユースエール認定企業　26社
　　　（令和6年１月末現在）
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各種相談窓口のご案内

名　　　称 電話番号 所　在　地　等
岐阜労働局総合労働相談コーナー （０５８）２４５‐８１２４ 岐阜市金竜町5-13　岐阜合同庁舎４階
岐阜総合労働相談コーナー（岐阜労働基準監督署内） （０５８）２0７‐００６８ 岐阜市五坪1-9-1　岐阜労働総合庁舎３階
大垣総合労働相談コーナー（大垣労働基準監督署内） （０５８４）８０‐５０７８ 大垣市藤江町1-1-1
高山総合労働相談コーナー（高山労働基準監督署内） （０５７７）３２‐１１８０ 高山市花岡町3-6-6
多治見総合労働相談コーナー（多治見労働基準監督署内） （０５７２）２２‐６３８１ 多治見市音羽町5-39-1  多治見労働総合庁舎３階
関総合労働相談コーナー（関労働基準監督署内） （０５７５）２２‐３２５１ 関市西本郷通3-1-15
恵那総合労働相談コーナー（恵那労働基準監督署内） （０５７３）２６‐２１７５ 恵那市長島町正家1-3-12　恵那合同庁舎２階
岐阜八幡総合労働相談コーナー（岐阜八幡労働基準監督署内）（０５７５）６５‐２１０１ 郡上市八幡町有坂1209-2  郡上八幡地方合同庁舎3階

名　　　称 開設日／時間 電話番号 所　在　地　等
岐阜わかもの支援コーナー 月・火・木・金／10:00～18:00

水／10:00～19:00 （０５８）２６４‐７５５６ 岐阜市吉野町６丁目31番地
岐阜スカイウイング37東棟２階

名　　　称 開設日／時間 電話番号 所　在　地　等
ハローワークプラザ可児 月～金／9:00～17:15 （０５74）60‐5585 可児市広見1-5　可児市総合会館1階

名　　　称 開設日／時間 電話番号 所　在　地　等
シティハローワーク各務原

（ふるさとハローワーク各務原） 月～金／9:30～17:00 （０５８）３７１‐３３３５ 各務原市那加桜町2-186
各務原市産業文化センター5階

下呂市地域職業相談室
（ふるさとハローワーク下呂） 月～金／9:00～17:00 （０５７６）５２‐１３６５ 下呂市萩原町萩原1166-8　星雲会館4階

ハローワーク岐阜 薮田サテライト 月～土／9:15～18:00 （０５８）２７８‐０５２５ 岐阜市薮田南5-14-12
岐阜県シンクタンク庁舎２階

はたらき支援ルーム
（生活保護受給者等対象） 月～金／8:45～17:30 （０５８）２１４‐６１５７ 岐阜市司町40-1　岐阜市役所3階

ワークプラザおおがき 月～金／8:30～17:15 （０５８４）４７‐７５７１ 大垣市丸の内2-29　大垣市役所6階
ワークサロンたかやま 月～金／8:30～17:15 （０５７７）６２‐８４８６ 高山市花岡町2-18　高山市役所２階

名　　　称 対応言語 開設日／時間 電話番号 所　在　地　等
可児外国人ワンストップ
雇用サービスコーナー

ポルトガル語
タガログ語 月～金/9:00～17:00 （０５７４）６３‐５５８６ 可児市広見1-5　可児市総合会館1階

ワークプラザおおがき ポルトガル語 水（第１、3週）/9:00～16:00（０５８４）４７‐７５７１ 大垣市丸の内2-29　大垣市役所6階

名　　　称 対応言語 開設日／時間 電話番号 所　在　地　等
ハローワーク岐阜
GAIKOKUJINコーナー

ポルトガル語
中国語
タガログ語

月～金/9:00～16:30 （０５８）２０６‐５０６３ 岐阜市五坪1-9-1

ハローワーク大垣
外国人コーナー

ポルトガル語 月～金/9:00～16:00
（０５８４）８０‐５０６１ 大垣市藤江町1-1-8中国語 月・火・木・金/9:00～16:00

英語 火/9:00～16:00
ハローワーク多治見
外国人雇用サービスコーナー

ポルトガル語
タガログ語
英語

月～金/9:00～17:00 （０５７２）２２‐３３８４ 多治見市音羽町5-39-1　
多治見労働総合庁舎1階

ハローワーク関
外国人雇用サービスコーナー ポルトガル語 月～金/9:00～17:00 （０５７５）２２‐３２２３ 関市西本郷通4-6-10
ハローワーク美濃加茂
外国人雇用サービスコーナー

ポルトガル語
タガログ語 月～金/9:00～16:30 （０５７４）２５‐２１７８ 美濃加茂市深田町1-206-9

名　　　称 対応言語 開設日／時間 電話番号 所　在　地　等
岐阜労働局
労働基準部 監督課

ポルトガル語
スペイン語 月～金/9:30～16:00 （０５８）２４５‐８１０２ 岐阜市金竜町5-13　岐阜合同庁舎3階

岐阜労働基準監督署 中国語 月・火・木・金/9:00～16:00（０５８）２４7‐２３６８ 岐阜市五坪1-9-1  岐阜労働総合庁舎3階
多治見労働基準監督署 タガログ語 木・金/9:00～16:00 （０５７２）２２‐６３８１ 多治見市音羽町5‐39‐1

多治見労働総合庁舎3階

●総合労働相談窓口

●正社員を目指す若者を対象とした相談窓口　※各ハローワークでもご相談いただけます。

●ハローワーク多治見庁舎外窓口　※職業紹介サービス及び雇用保険の失業給付（可児市・可児郡に居住の方）の申請等

●自治体と連携した相談窓口（ふるさとハローワーク、一体的実施窓口）

　【市と連携した生活・職業相談コーナー（ポルトガル語・タガログ語）】	

　【外国人を対象にした職業相談（ポルトガル語・中国語・タガログ語・英語）】 
　※合法的に就労ができる外国人の方の職業相談の窓口

●外国人労働者の相談窓口
　【外国人労働者の労働条件相談（ポルトガル語・スペイン語・中国語・タガログ語）】	    

令和6年4月1日現在
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名　　　称 電話番号 所　在　地　等
（独）労働者健康安全機構
岐阜産業保健総合支援センター （０５８）２６３‐２３１１ 岐阜市吉野町６-１６　大同生命・廣瀬ビル内

地
域
窓
口

岐阜地域産業保健センター （０５８）２５５‐０３７３ 岐阜市青柳町５-４　岐阜市医師会館内
西濃地域産業保健センター （０５８４）８８‐１５８８ 大垣市新田町１-８　大垣市医師会館内
飛騨地域産業保健センター （０５７７）３５‐３２１８ 高山市天満町４-７０　ア・ラックスビル2階
東濃地域産業保健センター （０５７２）56‐1200 土岐市土岐ヶ丘2-12-1　東濃労働基準協会内
中濃地域産業保健センター （０５７５）２４‐８２１９ 関市平和通６-１１-１　ワークプラザ関内
恵那地域産業保健センター （０５７３）６８‐８１５３ 中津川市茄子川１６８３-１８０　恵那医師会館内
郡上地域産業保健センター （０５７５）６５‐５９０８ 郡上市八幡町小野３-２-１３　岐阜八幡労働基準協会内

名　　　称 開設日／時間 電話番号 所　在　地　等
マザーズコーナー岐阜

月～金／8:30～17:15

（０５８）２４９‐２７５５ 岐阜市五坪1-9-1　ハローワーク岐阜内
マザーズコーナー大垣 （０５８４）７７‐５１７８ 大垣市藤江町1-1-8　ハローワーク大垣内
マザーズコーナー多治見 （０５７２）２２‐３３８４ 多治見市音羽町5-39-1　ハローワーク多治見内
マザーズコーナー高山 （０５７７）３２‐５４３３ 高山市昭和町2-220　ハローワーク高山内

名　　　称 開設日／時間 電話番号 所　在　地　等
ハローワーク岐阜　生涯現役支援窓口

月～金／8:30～17:15

（０５８）２０６‐５０６４ 岐阜市五坪1-9-1
ハローワーク大垣　生涯現役支援窓口 （０５８４）７３‐９２９５ 大垣市藤江町1-1-8
ハローワーク多治見　生涯現役支援窓口 （０５７２）２２‐３３８４ 多治見市音羽町5-39-1
ハローワーク高山　生涯現役支援窓口 （０５７７）３２‐１１４４ 高山市昭和町2-220
ハローワーク関　生涯現役支援窓口 （０５７５）２２‐３２２３ 関市西本郷通4-6-10

名　　　称 開設日／時間 電話番号 所　在　地　等
人材確保・就職支援コーナー

（医療・福祉・建設・警備・運輸分野）月～金／8:30～17:15 （０５８）２４７‐３２１３ 岐阜市五坪1-9-1　ハローワーク岐阜内

名　　　称 開設日／時間 電話番号 所　在　地　等
岐阜新卒応援ハローワーク 月・火・木・金/10:00～18:00

水／10:00～19:00 （０５８）２６４‐７５５０ 岐阜市吉野町6丁目31番地
岐阜スカイウイング37東棟２階（ＪＲ岐阜駅前）

名　　　称 電話番号 業　務　内　容
ぎふ働き方改革推進支援センター  ０１２０‐２２６‐３１１ 中小企業・小規模事業者等を中心に、長時間労働の削減、同一労働同

一賃金の実現などに向けた取組を、労務管理等の専門家が支援

岐阜県医療勤務環境改善支援センター （０５８）２７２‐８２５４ 医師・看護師等の離職防止・定着促進のため、医療従事者の勤務環境
改善に取り組む医療機関をサポート

医療労務管理相談
コーナー （０５８）２１３‐６７２４ 医師の時間外労働の上限規制への円滑な対応など、医療従事者の勤務環

境の改善が促進されるよう、医療機関の労務管理に精通した専門家が支援

岐阜県中小企業総合人材確保センター （０５８）２７８‐１１４６ 中小企業等の人材確保に関する相談
企業と求職者のマッチング支援

岐阜県障がい者雇用企業支援センター （０５８）２１５‐０５８２ 障がい者の雇用や職場定着に関する企業からの相談
岐阜県総合人材チャレンジセンター （０５８）２７８‐１１４９ 求職者（ＵＩJターン希望者を含む）の就職支援センター

岐阜県女性の活躍支援センター （０５８）２１４‐６４３１ 再就職に向けた就労・子育て等の相談（毎週水曜日は「キャリ☆ナビ
DAY」再就職等準備相談、プチ講座、交流会の実施）

岐阜県若者サポートステーション （０５８）２１６‐０１２５ 無職状態から、社会的・職業的自立を目指す若者やその保護者への相談・
支援飛騨高山サテライト（０５７７）３５‐４７７０

（公社）岐阜県労働基準協会連合会 （０５８）２７０‐０３８０ 労務管理・産業安全及び労働衛生等に関する講習会や労働条件の適正化等の支
援、心と体の健康づくりをサポートする健康診断・作業環境測定・ ＴＨＰ等の相談

（独）高齢・障害・求職者
雇用支援機構
岐阜職業訓練岐阜センター

ポリテクセンター岐阜（０５７２）５４‐３１６２ 離職者の早期再就職に向けた職業訓練の実施、在職者の職業訓練や従
業員の能力開発に関する相談・援助、求職者支援制度での職業訓練の
実施に関する支援岐阜事務所 （０５８）２６５‐５８００

（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構
岐阜障害者職業センター （０５８）２３１‐１２２２ 障害者の方々に対する職業相談・職業準備などの援助、事業主の方々に

対する障害者の雇入れや雇用管理に関する相談・支援
（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構
岐阜支部高齢・障害者業務課 （０５８）２６５‐５８２３ 高年齢者の雇用管理・助成金関係等、障害者の雇用促進・雇用納付金・

助成金等

（公財）介護労働安定センター岐阜支部 （０５８）２６４‐６８４６ 介護労働者の雇用管理の改善のための相談援助と雇用管理担当者講習
の実施、介護員養成研修と資質向上のための各種講習

（公財）産業雇用安定センター岐阜事務所 （０５８）２４６‐７０６０ 従業員の出向・再就職支援、求職者のキャリアコンサルティング及び委
託訓練・講習等の実施に関する支援

●健康相談・保健指導窓口
　産業保健（メンタルヘルス等）に関する様々な問題について、窓口又は電話等による無料相談 

●子育てをしながら就職を希望される方を対象とした相談窓口　※各ハローワークでもご相談いただけます。

●高齢者（65歳以上）を対象とした相談窓口　※各ハローワークでもご相談いただけます。

●人手不足分野（医療・福祉・建設・警備・運輸）における人材確保支援相談窓口	※各ハローワークでもご相談いただけます。

●各種相談窓口

●学生及び卒業後３年以内の既卒者を対象とした相談窓口　※各ハローワークでもご相談いただけます。
　大学等の卒業予定者及び卒業後３年以内の既卒者を対象
　【求人情報の提供、職業相談、援助、あっせん／職業適性診断】



○岐阜労働局のご案内

〒５００－８７２３  岐阜市金竜町５－１３  岐阜合同庁舎３階・４階・５階

岐阜労働局トピックス等の情報はインターネットでご覧になれます
https://jsite.mhlw.go.jp/gifu-roudoukyoku/

〒５００－８８４２  岐阜市金町４－３０  明治安田生命岐阜金町ビル３階

岐阜労働局　雇用環境・均等室　TEL　０５８－２４５－1550

岐阜労働局 金竜町庁舎

岐阜労働局 金町庁舎

このリーフレットや労働局のことについてのお問い合わせ先

労働基準監督署・ハローワーク（公共職業安定所）一覧

岐阜労働局庁舎の案内図

金神社
金公園

文化
センター
●

●三井住友銀行

●岐阜信用金庫 梅林支店

●十六銀行
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岐阜駅
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JR岐阜駅

岐阜労働局
金町庁舎

明治安田生命岐阜
金町ビル３F

256

248

岐阜バス
乗り場

竜田町
バス停

所署名 所在地等 電話 管轄地区

労
働
基
準
監
督
署

岐阜労働基準監督署 〒500-8157 岐阜市五坪1-9-1　　 
 岐阜労働総合庁舎3階

方面 (０５８）２４７-２３６８
安全衛生課 (０５８）２４７-２３６９
労災課 (０５８）２４７-２３７０

岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、
瑞穂市、本巣市、羽島郡、本巣郡

大垣労働基準監督署 〒503-0893 大垣市藤江町1-1-1
方面 (０５８４）７８-５１８４
安全衛生課 (０５８４）８０-５０８１
労災課 (０５８４）８０-５０８２

大垣市、海津市、不破郡、養老郡、
安八郡、揖斐郡

高山労働基準監督署 〒506-0009 高山市花岡町3-6-6 (０５７７）３２-１１８０ 高山市、飛騨市、下呂市、大野郡

多治見労働基準監督署 〒507-0037 多治見市音羽町5-39-1
 多治見労働総合庁舎3階 (０５７２）２２-６３８１ 多治見市、瑞浪市、土岐市、可児市、

可児郡　

関労働基準監督署 〒501-3803 関市西本郷通3-1-15 (０５７５）２２-３２５１ 関市、美濃市、美濃加茂市、加茂郡

恵那労働基準監督署 〒509-7203 恵那市長島町正家1-3-12
 恵那合同庁舎2階 (０５７３）２６-２１７５ 恵那市、中津川市

岐阜八幡労働基準監督署 〒501-4235 郡上市八幡町有坂1209-2
 郡上八幡地方合同庁舎3階 (０５７５）６５-２１０１ 郡上市

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク（
公
共
職
業
安
定
所
）

岐阜公共職業安定所 〒500-8719 岐阜市五坪1-9-1  　　 
 岐阜労働総合庁舎1,2階 (０５８）２４７-３２１１ 岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、

瑞穂市、本巣市、羽島郡、本巣郡　

大垣公共職業安定所 〒503-0893 大垣市藤江町1-1-8 (０５８４）７３-８６０９ 大垣市、海津市、不破郡、養老郡、
安八郡　

揖斐出張所 〒501-0605 揖斐郡揖斐川町極楽寺 
 字村前95-1 (０５８５）２２-０１４９ 揖斐郡

多治見公共職業安定所 〒507-0037 多治見市音羽町5-39-1
 多治見労働総合庁舎1,2階 (０５７２）２２-３３８１ 多治見市、瑞浪市、土岐市、可児市、

可児郡　

高山公共職業安定所 〒506-0053 高山市昭和町2-220　　 
 高山合同庁舎1階 (０５７７）３２-１１４４ 高山市、飛騨市、下呂市（美濃加茂公共

職業安定所の管轄区域を除く。）、大野郡　

恵那公共職業安定所 〒509-7203 恵那市長島町正家1-3-12
 恵那合同庁舎1階 (０５７３）２６-１３４１ 恵那市　

関公共職業安定所 〒501-3803 関市西本郷通4-6-10 (０５７５）２２-３２２３ 関市、美濃市　

岐阜八幡出張所 〒501-4235 郡上市八幡町有坂1209-2
 郡上八幡地方合同庁舎1階 (０５７５）６５-３１０８ 郡上市

美濃加茂公共職業安定所 〒505-0043 美濃加茂市深田町1-206-9 (０５７４）２５-２１７８ 美濃加茂市、下呂市のうち金山町、
加茂郡

中津川公共職業安定所 〒508-0045 中津川市かやの木町4-3
 中津川合同庁舎1階 (０５７３）６６-１３３７ 中津川市

電　話
総務部 総務課 （０５８）２４５-８１０１ 

労働保険徴収室 （０５８）２４５-８１１５
雇用環境・均等室 （０５８）２４５-１５５０ 

労働基準部

監督課 （０５８）２４５-８１０２
健康安全課 （０５８）２４５-８１０３
賃金室 （０５８）２４５-８１０４ 
労災補償課 （０５８）２４５-８１０５
労災補償課医療係 （０５８）２４５-８１８１

職業安定部
職業安定課 （０５８）２４５-１３１１ 
職業対策課 （０５８）２４５-１３１４
訓練課 （０５８）２４５-１２６６
需給調整事業室 （０５８）２４５-１３１２

電　話

職業安定部
助成金センター （０５８）２６３-５６５０ 
雇用保険電子申
請事務センター （０５８）２６７-５１２３


